
滝川市告示第164号 

 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の５及び第167条の11の規定

により、令和７年・８年度において、滝川市が発注する次の契約に係る競争入札に参加しようとする者に

必要な資格、資格審査の申請の時期、方法等について、次のとおり定める。 

 

  令和７年６月６日 

 

                               滝川市長  前 田 康 吉 

第１ 資  格 

 １ 基本的資格要件 

   滝川市が発注する契約に係る競争入札（以下「競争入札」という。）に参加できる者（以下「競争

入札参加資格者」という。）は、次の各号のいずれかに該当する者であってはならない。 

(１) 政令第167条の４（政令第167条の11第１項の規定により準用される場合を含む。）の規定又は

滝川市競争入札参加等除外措置事務処理要領（平成26年滝川市要綱第12号）第3条若しくは第8条

の規定により競争入札への参加を排除されている者。 

  (２) 国税（法人税、所得税、消費税及び地方消費税）、道税及び市町村税を滞納している者。ただ

し、審査基準日の前日までに納期限の到来しているものに限る。 

 ２ 審査基準日 

  資格審査の基準日は、令和７年６月１日とする。 

３ 契約の種類による資格要件等 

  登録参加資格：学校施設耐力度測定調査業務に係る契約 

・審査基準日現在において２年以上その事業を営んでいること。 

・競争入札参加資格者は、審査基準日において北海道内に本店、支店または営業所等の営業拠点

を有している事業者であること。 

・建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）による一級建築士の資格を有し、過去５年間（令和２

年６月１日から令和７年５月３１日）に国又は地方公共団体からの受託実績があること。 

 ４ 資格の有効期間 

 資格の有効期間は、令和７年・８年度とする。 

 

第２ 資格の消滅 

 競争入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該競争入札参加資格者の資格は

消滅するものとする。 

(１) 第１の１に定める要件に規定する者になったとき。 

(２) 第１の３に定める要件を欠くに至ったとき。 

(３) 営業に関し法令の規定による許可、免許、登録等を要する場合において、当該許可、免許、登

録等を取り消されたとき。 

  

第３ 資格審査の申請の時期、方法及び提出書類等 

１ 申請の時期 

申請の時期は、令和７年６月６日から令和７年６月１６日までとする。ただし、土・日曜日及び祝



日は除くものとする。 

２ 申請の方法及び受付場所 

 (１) 申請には下記３に掲げる提出書類を作成及び添付し、Ａ４ファイル（２穴のもの）を用意し綴

じ込んだ上で、直接、提出しなければならない。 

 (２) 受付場所 滝川市役所６階 財政課 

３ 提出書類等 

(１) 資格審査の申請は、滝川市独自様式（別記第１号様式）とする。 

(２) その他の添付書類等（証明書等については、原則として申請日前３か月以内に交付されたもの

とする。また、証明書等の提出は複写可とする。） 

① 納税証明書 

ア 国税 ～・申請者が法人の場合は「納税証明書その３の３」 

・申請者が個人の場合は「納税証明書その３の２」 

イ 都道府県が発行する納税証明書 

   ウ  市町村税  ～・申請者（契約に関する権限を代理人に委任する場合は、受任者となる支店

等、連絡先がある場合はその連絡先となる営業所等）の所在地が滝川市

内の場合は、滝川市が発行する市税完納等確認書（別記第２号様式） 

           ・上記以外の場合、申請者（契約に関する権限を代理人に委任する場合は、

受任者となる支店等）の所在地の市町村が発行する納税証明書 

  ② 暴力団等の排除に関する誓約書（別記第３号様式） 

③ 登記事項証明書（個人の場合は、申請者の住所を管轄する市町村長の発行する身分証明書） 

④ 直前１年間の決算書 

⑤ 委任状（代理人を選任した場合のみ必要） 

⑥ 納税状況確認に係る承諾書 

⑦ 資格証等の写し 

⑧ 契約書かがみ等の写し 

 ４ 資格審査の再申請 

(１) 競争入札参加資格者は、営業が相続、合併又は譲渡により移転された場合は、その都度、資格

審査の再申請を行わなければならない。 

(２) 上記の再申請は、総務部財政課の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなけ

ればならない。 


